
開 自然再生事業

自然再生

その考え方と取り組みの状況

石川 幸男

㈱
自然再生の定義 を明 らかに したうえで、 自然再生事業が全国各地で取 り組 まれるきっかけとなった

自然再生推進法の概要を解説する。解説するおもな内容は、自然再生基本理念、自然再生基本方針、

自然再生'協議会、および自然再生事業実施計画である。特にこの法律の根幹をなす自然再生基本方針

をさらに詳 しく解説 したうえで、規模の大きい自然再生事業にかかわ りをもつ関係省庁の取 り組みを、

各省のウェブページ上の情報をもとに整理する。 さらに、 日本生態学会が まとめた自然再生における

生態学的な指針 を紹介する。最後に、以上の情報をもとにして、 自然再生事業の内容を検証する上で

の観点を簡単に考察する。

垂 はじめに
自然再生 は、 自然 の保護や保全 に深い関心 を持

つわれわれ にとっては、美 しく崇高な行為 に思 え

る。 しか しその一方 で、新聞紙上や 自然保護 関連

の情 報誌 等 で は 「自然再 生 の名 を借 りた環境 破

壊」、「形 を変 えた公共事業」 とい うニ ュア ンスの

フレーズ にもしば しば出 くわす ことか ら、 自然再

生 にはな にや ら一筋縄で はいかない雰囲気 も醸 し

出 されてい ることが理解 され る。

本誌 の特集 として 自然 再生 を取 り上 げ るにあ

た って、 ここでは最初 に、 自然再生 の基本 的考 え

方 と実情 の概要 を紹介す る。読者 の皆 さんは、次

節以 降で紹介 され る個別の 自然再生 の取 り組 みを

読む に当たって、 ここで解説す る概要 に照 らして

各事業 の内容 を理解す る とともに、判 断 ・評価 し

ていただ きたい。 また、各人 が どこかで自然再生

に係 る場合、参照 していただ きたい。

自然再生 は本来的 には もち ろん、失われ た自然

を取 り戻す とい う行為全般 をさす。 自然再生が社

会 的に大 きく取 り上 げられ るようになった のは、

きっかけ となったマイルス トー ンとしての自然再

生推進法 の制定 と、それに基 づいて日本各地で 自

然再生が事業 として展開 され始 めた ことが ある。

この法律 に則 った事業 の多 くは国や 自治体 も関わ

る規模 の大 きな事 業であ るが、 もちろん、 自然再

生推進法 に直接 は制約 されない、個人が行 う身近

な場所での小規模 な行為 も自然再生 には含 まれ る

(佐藤,2005)。 しか し、後者 の行為で も、基本 的

には自然再生推進法 の考 え方、精神 にそった進 め

方が求 められ る。

自然再生推 進法 は2003年1月1日 に施 行 され

た。制定の趣 旨として 「自然再生 を総合的に推進

し、生物 多様性 の確保 を通 じて 自然 と共生 す る社

会 の実現 を図 り、 あわせ て地球環境 の保全 に寄与

す るこ とを目的」 としてお り、同時 に 「自然再生

事業 をNPOや 専 門家 を始 め とす る地域の多様 な

主体の参加 と創意 に より、地域 主導のボ トムア ッ

プ型で進 め る新 たな事業 として位 置づ け、 その基

本理念、具体 的手法 を明 らか にす るもの」 とされ

て い る(http://www.env.go.jp/nature/saisei/

network/law/law411.htm12009年12月4日)。

ここで、自然再生 とは何か とい うと、 その定義

として 「過去 に損 なわれた 自然環境 を取 り戻すた

め、関係行政機 関、関係地 方公共 団体、地域住民、

NPO、 専門家等 の地域の多様 な主体 が参加 して、

自然環境 の保全、再生、創出等 を行 うこと」 とさ

れている。 つ まりやや意外な ことに、 これか ら解

説 してゆ く自然 再生 推進 法 に基 づ く自然 再生 に

は、再生以外 に、い まあ る自然 を維持す る保全 も

含 まれ、さ らには創出 も含 まれている ことになる。

しか し、 よ り古い時代 か ら用い られている保全 と
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い う用語 とそれが示す行為 その ものを、 あ らた に

再生 に含 めるの は不必要 にも思 える。 さ らに創出

の内容 を文字通 り解釈すれば、 この言葉 は 「元々

なかった ものを新た に作 り出す」 とい う意味合い

を明 らかに含 んで いるので、上記 に紹介 した 自然

再生 の定義 の最初 にある 「過去 に失われ た自然環

境 を取 り戻す」 という文 言 と、根本的 に相容れ な

い面 があるので はないだ ろうか。 どうして このよ

うな ことになっているのだ ろうか。

これ らの理解 には、 まず始め に自然再生推進法

に対 す る詳 しい理解が欠かせない。そ こで本稿で

は、 この法律 にかかわ りを持 ってい る関係官庁、

特 に環境省 を中心 に してその ウェブペ ージ上 での

情報 をもとに して、最初 に自然再生推進 法の概要

をま とめる。なお、 自然再生推進法 に関 して は、

佐藤(2005)の 解説 も役 に立つ。次 に、 自然再生

を事実上で主導 している環境省、国土交通省 、お

よび農林水産省 が管轄 している種々の 自然再 生事

業 を まとめる。 さらに、 自然再生事業 を行 うに際

して欠 くことので きない、自然生態系 に関す る科

学 的知見 についての よ りどころとして自他共 に認

め る日本生態学会が まとめた、 自然再生事業 を実

施 す るに際 しての指針 を紹介 す る。最後 に これ ら

の情報 をもとに、自然再生事業 が内在 する課題や、

その成果 を検証す るた めの観 点な どについて簡単

に考察 す る。

琵 自然再生推進法
自然再生推進 法の条文全体 は、環境省 の ウェブ

ペ ージ(WP)に あ る自然再生 ネ ッ トワー クのペー

ジ(以 下WPは ゴシック体 で示 し、ペー ジの表示

は省略す る)で 見 る ことがで きる(http://www.

env.gojp/nature/saisei/network/law/1aw414.

html2009年12月4日 ア クセス)。自然再生推進

法 は、第一条 で 「自然再生基本 方針 の策定 その他

の 自然再生 に関す る施策 を総合的 に推進 し、 もっ

て生物 の多様性 の確保 を通 じて 自然 と共生 する社

会の実現 を図 り、 あわせ て地球環境 の保全 に寄与

す るこ とを目的」 と定 め、つづいて第二 条では定

義 として、前ペー ジの内容 が記 されている。以下、

各条項 の定 め る項 目 を列記 す る と次 の よ うにな

る。

第三条 基本理念

第 四条 国及び地方公共 団体 の責務

第五条 実施者の責務

第六条 他の公益 との調整

第七条 自然再生基本 方針

第八条 自然再生協議会

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第十四条

自然再生事業実施計画

維持管理に関する協定

実施者の相談に応じる体制の整備

第十五条

第十六条

第十七条

第十八条

これらのうちで、特に重要で この法律の根幹を

なす と思われる第三条、第七～第九条の内容につ

いて、条文ごとに要点をまとめると以下の とお り

である。

自然再生事業の実施についての配慮

自然再生事業の進捗状況等の公表

自然再生事業実施計画の進捗状況の

報告

財政上の措置等

自然再生に関するその他の措置

自然再生推進会議

主務大臣等

第三条 自然再生基本理念

1)自 然再生は、豊かな自然が世代を超えて維

持されるとともに、生物多様性の確保を通

じて自然 と共生する社会の実現を図 り、あ

わせて地球環境の保全 に寄与する。

2)関 係行政機関、関係地方公共団体、地域住

民、特定非営利活動団体や自然環境に関 し

専門的知識を有す者などの地域の多様な主

体が連携 して透明性を確保する。

3)地 域の自然の特性、復元力、生態系の微妙

なバランスを踏 まえて科学的知見に基づい

て実施する。

4)再 生事業の着手後にも自然再生の状況を監

視 し、結果に科学的評価を加え、当該再生

事業に反映させる。

5)自 然環境学習の場 としても活用されるよう

に配慮されねばならない。

第七条 自然再生基本方針

6)政 府は、 自然再生に関する施策 を総合的に

推進するための基本方針(自 然再生基本方

針)を 定めなければならず、そこでは次の

事項 を定める。

・自然再生の推進に関する基本的方向性

・自然再生協議会に関する基本的事項

・自然再生全体構想 と事業実施計画の作成に

関する基本的事項
・環境学習の推進に関する基本的事項等

7)環 境大臣があらかじめ農林水産大臣、国土

交通大臣と協議して自然再生基本方針の案

を作成 して、閣議決定する。

8)環 境大臣は自然再生基本方針の案 を作成す

る場合には、あらかじめ、広 く一般の意見
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を聞 く。

9)自 然再生基本方針は、自然再生事業の進捗

状況等を踏 まえておおむね5年 ごとに見直

す。

第八条 自然再生協議会

10)自 然再生事業の実施者 は、実施者自身のほ

かに、地域住民、特定非営利活動法人、自

然環境に関して専門的知識を有する者、土

地所有者等その他の参加 しようとする者、

関係地方公共団体および関係行政機関から

なる自然再生協議会 を組織することを定

め、協議会は以下の事務を行う。

・自然再生全体構想の作成(対 象区域、再生

目標、協議会に参加する者 と役割分担など)
・自然再生事業実施計画案の協議

・自然再生事業の実施 に係 る連絡調整

第九条 自然再生事業実施計画

11)自 然再生事業の実施者は、自然再生基本方

針に基づいて自然再生事業実施計画を作成

しなければならず、その計画では以下の事

項を定める。

・実施者や協議会の名称

・自然再生事業の対象 となる区域 と内容

・同区域の周辺地域の自然環境 との関係なら

びに自然環境の保全上の意義 と効果など

12)実 施者 は実施計画 を作成 しようとする場

合、あらかじめ自然再生協議会で十分に協

議するとともに、その協議の結果に基づい

て作成する。

13)実 施計画は自然再生全体構想 と整合 性のと

れたものでなければならない。

以上、長々 と列記した内容 を端的に集約すると、

自然再生推進法で想定されている自然再生におい

ては、その基本理念に従って地域の多様な主体が

連携 して透明性 を確保 しつつ、科学的知見に基づ

いて実施することが求められる。また実際の再生

作業が開始された以降は、その状況を監視 し、結

果に科学的評価を加えてその後の作業に反映させ

ることが求められるので、モニタリング調査が何

より重要 といえる。また、こうした検討作業の場

が自然再生基本方針に定められる自然再生協議会

であり、そこで議論 される自然再生全体構想 と自

然再生事業実施計画に再生事業の詳細が漏れな く

記載される仕組みになっている。

こうした自然再生推進法で定める自然再生事業

の立案から実施 までの在 り方は、従来型の公共事
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業 とは著 しく異なってい るといえる。すなわち従

来か ら公共事 業 は、内容 の決定 プロセスが明確 で

ないこ と、一度始 まる と計画の変更 はきわめて困

難 なこ と、 さらに時代 の経過 とともに所期 の計画

が最新 の社会情勢 に対 して整合 しな くなって もな

お、計 画 を変更せず、 あるいは不 自然 に変更 され

て命脈 が保 た れて実施 され るケースが しば しば

あ った ことな どが指摘 されて きた。上 の条文 を素

直に解釈 すれば、 自然再生推進法 の根底 には、 こ

うした従来型 の公共事業への反省が ある といって

よいだろ う。 この点で、 自然再生推進法 という仏

は、文言 を見 る限 りで はそれな りに立派 な御 姿 に

は見 える。 しか し、全 ての法律 の例 に漏れず、で

は魂が こめ られてい るか どうか といえば現 時点 で

は不明確な部分 もあ る。以下、 自然再 生推進法 で

言及 されてい る基本計画 をさらに解説 す るととも

に、魂 の入 りぶ りその もととい える実際の事業展

開 を検討 しよう。

翻 自然離 基本方針
自然再生基本方針 は自然再生推進法の全文 と同

様 に、前述 の環境 省WPの 自然再生ネ ットワー ク

内 で ア ク セ ス で き る(http://www.env.gojp/

nature/saisei/network/1aw/1aw421 .htm1

2009年12月4日)。 この基本方針 は自然再生推進

法の条文 では十分 に記述 しきれなかった内容 を補

足 す る意味合 いが あ り、 自然再生事業 を行 う際 に

基本的 な留意事項 を定め るとともに、 その際 に組

織 され る自然再生協議会 と、 そ こで策定 され る自

然再生全体構 想 と自然再生事業実施 計画の基本 的

事項 を規 定 してい る。 この基本計画 は自然再生推

進法が施行 された直後 の2003年4月 に最初 の方

針が定 め られ、 それ は次の ような構成 である。す

なわち、

1)自 然再生の推進 に関する基本的方向

・自然再生事業の対象

・地域の多様な主体の参加 と連携

・科学的知見に基づく実施

・順応的な進め方

・自然環境学習の推進

2)自 然再生協議会に関する基本的事項

3)自 然再生全体構想及び自然再生事業実施計

画の作成に関する基本的事項

4)自 然再生に関して行われる自然環境学習の

推進に関する基本的事項

5)そ の他自然再生の推進に関する基本的事項



ここで特記 すべ きは、1)「 自然再 生の推進 に関

す る基本的方向」 にある順応的 な進め方であ ると

い える。順応 的進 め方 とは、 自然再生 の ように前

例の少ない新 しい試 みを行 う場合 には、 目標や手

法 も確 定的でない場合が多 いこ とを踏 まえ、試行

錯誤 的 に進 める ことをいう。ただ し、試行錯誤的

に進め るとはいって も、 ある取 り組 みが予想通 り

に行 かなかった ときにただやみ くもに方法 を変更

す るのではない。事業の開始時点で、あ らか じめ

検証 可能 な短期的 な期間の数値化 された明瞭 な目

標 を仮説 として定 め、事業着手後 に自然環境が そ

の 目標値 にむかって どれだ け回復 したかをモニ タ

リング し、 その結果 を科学的 に検証 ・評価 してそ

の事業 の次 の作業 に反映 させ るや り方が重要で あ

る。 この ことか ら、 目標値 を検証可能 な具体的 な

形 にしてお くことと、モニ タ リング調査 の重要性

が極 めて大 きい ことが理解 され る。

さて、 この基本方針 はお よそ5年 後 をめ どに見

直 され ることが明記 されてお り、2008年 には見直

し が 行 わ れ た(http://www.env.gojp/nature/

saisei/network/1aw/law422.html2009年12

月4日)。 その結果、1)「 自然再 生の推進 に関す

る基本 的方向」が主 に加筆修正 され、前書 き部分

に相 当す る「(1)わが 国の自然環境 を取 り巻 く状況」

と 「(2)自然再生 の方 向性」が増強 された。特 に後

者 で規 定 されてい る 自然 再生 の視点 として2003

年版 の方針では3点 が挙 げ られていたの に対 して

新た に 「地域 の産業 と連携 した取組」の項 目が加

わ り、 さらに 「科学 的知見 に基づ く実施 」の項 も

大 き く追記 された。その一 方で、2)「 自然再生協

議会 に関す る基本 的事項」 よ り以降の内容 の変更

は ごくわずかであった。

講 実際の取り組み
以上で述べてきた自然再生推進法、および自然

再生基本方針に基づいて実施される自然再生事業

は、多様な主体が協働 して取 り組 まれるもの とさ

れているとはいえ、規模の大 きな事業は、現状で

は自然環境に関係の深い諸官庁が主導 して実施 し

ているのが実情 といえる。以下に環境省、国土交

通省、および農林水産省がかかわっている事業を

各省のWPか ら取 り上げてまとめるが、各省の取

り上げ方は著 しく対照的であ り、自然再生に対す

る各省の姿勢が明瞭に見て取れるといって過言で

はない。

環境省主導の自然再生事業 はそのWP内 で多

量 にまとめられている。すなわち、自然再生ネッ

トワークから環境省が行う自然再生事業に移動し

て地区別情報の事業概要 を見 る と、直轄事業 と交

付金 に よる事業 あわせ て全 部 で20地 区が リス ト

ア ップされてい る。 これ に県単位等の5地 区 を含

めてま とめ ると、表1(主 にhttp://www.env.go.

jp/nature/saisei/network/env/index.htm1

2009年12月4日 か ら調整)の ようになる。表1に

示 した各地 区での事業 の進展 はそれぞれで、現段

階 で 自然再生協 議会 が立 ち上が ってい るの は13

地 区、立 ち上が っていない地 区が12地 区 と、ほぼ

半々であ った。再生協議会が立 ち上がった年 月 日

を見 る と、2005年 まで は比較的順 調 に再生協議会

が立ち上 がっている ものの、2006年 以 降は立 ち上

が りの速度 が低下 しているようにも見 える。 これ

らの地区の中で も釧路湿原 にお ける再生事業 はや

や異質であ り、実施計画段階で はさらに6つ の実

施 計 画 に細 分 され て お り(http://www.env.go.

jp/nature/saisei/network.case.htm12009年

12月4日)、 実施主体 も環境省、国土交通省、林野

庁の ほか にも地 方自治体、組合 などの組 み合 わせ

が事業 ごとに微妙 に異 なって いる点で、ほかの事

業 とは異なっている特殊性が ある。

次 に、自然再生 ネッ トワーク→自然 再生の取 り

組み事例 に移動 す ると、 同じ く上記の環境省 に よ

る取組事例25地 区のほか に、「森 ・里 ・川 ・海 を

っ な ぐ自然再生」 とい う項 目を設 けて、北 は北海

道帯広市の 黙ふ化場跡 によみが えった清流 と河畔

林"か ら、南 は佐賀 県松浦郡 にお ける 爪河川の氾

濫原 「アザ メの瀬」の再生"ま で、10の 事例 も取

り上 げ られてい る。 これ らについて は個別 にWP

を探索す るな どは行 ってはいない ものの、 この項

目名 とまった く同名 の書物が 出ていて、 これ らの

事例 を含 む13事 例 が取 り上 げ られてい るので、

ルーツは明 らか に同 じであ ることがわか る(自 然

再生 を推進す る市民団体連絡会,2005)。 ここには

個人、 あるいは少人数 で土地 を取得 して取 り組 ん

でいる事例か ら、行政 も関わって実施 されてい る

事例 まで、多様 な取 り組 みが紹介 され ている。一一

方、表1の26番 目以降 は、同 じ く自然再生ネ ット

ワーク→新着情報 に移動 して 「自然再生推進法 に

基 づ く自然再生協議会 の概要」とい う名称 のPDF

ファイル をダウンロー ドす ると、全 国の自然再生

協議会 の設置状況が最初 のペ ージに掲載 されてい

る。 この中には環境省 とは関連 しない ものの、 自

然再生協議会が立 ち上が ってい る地 区 として、荒

川太郎右衛門地 区か ら中海 まで、7地 区が記載 さ

れていた。 これ ら最後の7地 区に関 しては、参考

まで に個別 のWPを 探 し出 して、事務局 、事業主

体 等 を確認 した。

次 に国土交通省 の取 り組み を調 べ るために国交
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表1環 境省が主導、あるいはかかわる自然再生事業の概要。太枠内は 「環境省が行う自然再生事業」

地区 形式 事業主体、事務局 など 自然再生協議会等の名称 協議会等の発足年月日

釧路湿原 環境省直轄 環境省北海道地方事務所釧路自然環境
事務所、国土交通省北海道開発局釧路
開発建設部、林野庁北海道森林管理局、
北海道釧路土木現業所、鶴居村、標茶
町、南標茶地区排水路維持管理組合

釧路湿原自然再生協議会 2003.11.15.

サ ロベ ツ 環境省直轄 豊富町、サロベ ツ農事連絡会議、環境

省、国土交通省北海道開発局稚内開発

建設部

上サロベ ツ自然再生協議会 2005.1.!9.

小笠原 環境省直轄 環境省

大台ケ原 環境省直轄 環境省 大台ケ原自然再生推進計画評価委員会

竜串 環境省直轄 環境省 竜串自然再生協議会 2006.9.9.

阿蘇 環境省直轄 環境省 阿蘇草原再生協議会 2005.12.2.

石西礁湖 環境省直轄 環境省 石西礁湖自然再生協議会 2006.2.27.

森吉山麓高原 交付金 秋田県 森吉山麓高原自然再生協議会 2005.7.19.

蒲生干潟 交付金 宮城県 蒲生干潟自然再生協議会 2005.6.19.

伊豆沼 ・内沼 交付金 宮城県 伊豆沼 ・内沼自然再生協議会 2008.9.7.

三番瀬 交付金 千葉県 三番瀬再生会議

丹沢大山 交付金 神奈川県 丹沢大山自然再生委員会

小佐渡東部 交付金 新潟県 人 ・トキの共生 の島づ くり協議会

美 ケ原 交付金 長野県 美ヶ原自然環境保全協議会

霧ケ峰 交付金 長野県 霧ケ峰自然環境保全協議会

琵琶湖 交付金 滋賀県 琵琶湖湖北地域 ヨシ群落:自然再生協議会、

早崎 内湖再生計画検討委員会

伊吹山 交付金 滋賀県 伊吹山自然再生協議会

氷 ノ山山麓 交付金 兵庫県 氷 ノ山周辺地域保全 ・再生活動協議会

八幡湿原 交付金 広島県 八幡湿原自然再生協議会 2004.11.7.

竹 ケ島 交付金 徳島県 竹ヶ島海中公園自然再生協議会 2005.9.9.

奄美群島 その他 鹿児島県

くぬぎ山 その他 埼玉県 くぬぎ山地 区自然再生協議会 2004.11.6.

播磨ため池群 その他 兵庫県

椹野川干潟 その他 山 口県 椹野川河口域 ・干潟自然再生協議会 2004.8.1.

樫原湿原 その他 佐賀県 樫原湿原地区自然再生協議会 2004.7.4.

荒川 荒川上流河川事務所 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会 2003.7.5.

巴川 静岡県静岡土木事務所 巴川流域麻機遊水地自然再生協議会 2004.1.29.

多摩川源流 多摩 川源流研 究所、小菅村 多摩川源流自然再生協議会 2004.3.5.

神於山 大阪府泉州農 と緑 の総合事務所、神於

山保全 くらぶ

神於山保全活用推進協議会 2004.5.25.

霞ケ浦 国土交通省霞ヶ浦河川事務所 霞 ヶ浦田村 ・沖宿・戸崎地区自然再生協議会 2004.10.31.

野川 東京都建設局北多摩南部建設事務所 野川第一 ・第二調節池地区自然再生協議会 2005.3.28.

中海 NPO法 人 自然再生センター 中海自然再生協議会 2007.6.30.

(http://env.go.jp/nature/saisei/network/env/index.html)よ り調 整 し、 そ れ 以 外 は個 別 ウ ェ ブ ペ ー ジ 等 よ り補 っ た 。

省WPを 見 る と、トップページか ら総合政策→環

境 → テーマ 別 メ ニューで 自然 再 生 に辿 りつ く

(http://mlit.go.jp/sogoseisaku/shizensaisei/

shizensaisei.html2009年12月4日)。 ここで は

国交省 の具体的取 り組 み として公園、河川、港湾

の3項 目が挙 げられていたので、 コンパ ク トに情

報が得 られ るこ とを期待 したが、実 はそれぞれが

若干 の例示 に とどまっていたので、全貌 はあ ま り

わか らなか った。 ただ し、河川の項 目には事業例

として釧路 湿原 における自然再生が紹介 されてお

り、 さらに釧路 開発建設部 の釧路 湿原 自然再生 の

ペー ジへの リンクは張 られ ていた。 こうした書 き

ぶ りは、 ここに挙が った ものだ けが国交省 関連 の

すべてなのかそうで はないのかが判断がで きない

ので、結局 は別の方法で逐一探 さなけれ ばならな

いために、 はなはだ フラス トレーシ ョンのた まる

書 き方 といわ ざるを得 ない。

ところで、次章以下 の論説 で取 り上 げられ る北

海道 内で の主だ った 自然再生事業 の うち、釧路湿

原 での事業 は釧路 開発建設部が主導 してい ること

は読者 も周知であ ろう。 また、石狩川下流 にお け

る自然再生 も、河川管理者 である石狩川開発建設

部が関わ らない はずはない。 そ こで各開発建設部

のWPで 確認 す る と、釧路 開建 のWP内 で は釧
し べっ

路湿原の自然再生事業に加えて標津川での事業 も

紹介されていた(こ こでのWPのURLは 、容易
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に見つか るので省略す る)。実 は著者 は標津川 にお

ける自然復元事業 に協力者の立場 で数年前か ら関

わ ってお り、樹木 の年輪調査 をもとに森林 の成立

過程 を明 らかに し、河畔林復 元の手法検討 のた め

の基礎 資料 を集 めているが、初 めて この事業 のい

きさつの全貌 を知 る ことがで きた。 また石狩川開

建 のWPを 確認す る と、や は り計 画段 階の石狩川

下流の 自然再生が詳 しく紹介 されていた。 またっ

いでなが ら、稚 内開建 のWP内 で は北 サロベ ツで

の湿原再生事業 が紹介 されていた。 しか し前段落

で示 した ように、全 国レベルで見れば、標津川、

石狩川、お よび上 サロベ ツでの事業 はマスクされ

た存在 になってい る。上サ ロベ ツの事業 は、全 国

レベルで は環境省 のサイ トでの み国交省事業 と言

及 されてい るち ぐは ぐぶ りで、全国規模 でい えば

他人任せ とも言 える状態 にある。

農林水産省の 自然再生 に関わ るサイ ト情報 は、

さ らに混乱 してい る。農水省 トップページ→基本

政策→環境バイオマス政策→農林水産省生物 多様

性 戦略 → 自然 再 生の推 進 と選 択 す る と(http://

www.maff.go.jp/kanbo/kankyo/seisaku/s

nature/index.htm12009年12月4日)、 こ こに

は自然再生推進法関連、自然再生関連施策、お よ

び自然再生 リンクの3項 目があ る。最初の 自然再

生推進 法関連 の第三項 にあ る自然再生事業の進捗

状況 を選択 する と、 自然再生事業 の進捗状況 の公

表 と自然再生事業実施計画お よび全体構想 の2項

目が列記 されている。 この うちの前者 は報道発表
かし

なので シ ョー トカ ッ トして第二項 目をみ ると、樫
ばる こう の

原湿原地区、神於 山地 区、お よび釧路湿原地 区が

列記 されてお り、 この3ヶ 所が農水省 関連 の 自然

再生事業の ように見 える。 しか し、 この うちの樫

原湿原地 区は環境省WPへ の リンクボタンであ り、

釧路湿原地 区の事業 も環境省 と国土交通省 が中心

的に実施 してい る。そこで残 った神於山地 区のペー

ジ(http://wwwmaff.go.jp/kanbo/kankyo/s

nature/sincyoku/kounoyama.htm12009年12

月4日)を 確認す る と、実施計画 が掲 げ られてい

た。それに よる と、すで に神於 山保全活用推進協

議会 が立 ち上 がってお り、実施 主体 は大阪府 と神

於山保全 くらぶである ことがわか った。 したが っ

て、 ここに掲 げ られている3地 区の どこで も、基

本的 に他の省庁、 団体が事業主体 となっている こ

とになる。

次 に自然再生関連施策 の項 を確認す ると、「平成

18年 度 予算概算決定」と 「農村地域 にお ける自然

再生関連施策の展開」の2つ の項 目が あ り、それ

ぞ れ関 連文 書 がPDFフ ァイル で公 開 され て い

た。前者 は決定 した予算 内容 を概略的 に説明 した

もので、個々の事業展 開はわか らない。後者 は「自

然 とともに子 どもた ち とともに」 とい う名称の タ

イ トルのパ ンフレ ッ トであ り、各施策 の簡単 な説

明 に とどまっていた。 なお、参考 までに後者の最

後 に 「農村 自然再生活動高度化事業」 なる事業が

説明 されてお り、実施 時期が2006年 か ら2008年

度 とあ るので、成果 を確認 しようと思 った ものの、

WPそ の もの には見 当た らない。そ こで このWP

内の検 索機能 を使 って 「自然再生」 で検索す る と

41件 のコンテ ンツが ヒッ トした。しか しそれ らの

大多数 は、上 にあげた資料 その もの に辿 りつ くた

めのサイ トであった り、事業の入札公示 や要綱 な

どで あった。 ようや く例外的 にい くつか実施評価

書 を発見 したので確認 してはみた ものの、 そ こで

の記述 はきわめて簡単 であ り、 また他 の評価書 の

記述 をそっ くりその ま ま使用 してい る例 もあっ

た。た とえば、1)「 平成18年 度政策 の実績評価

書」(www.maff.go.jp/j/assess/hyoka/kekka/

2006/pdf/12 _2.pdf2009年12月11日)が あった

ので、この事業 の評価 を見 る と⑩一13ペ ー ジに「農

村地域 の自然再生活動 の高度化 を図 る上での課題

を整理 し、モ デル地区での実践活動 を通 じて課題

解決手法 の検討 を行 うと共 に、活動 に対す る理解

を深 めるた めコンクール、 シンポジウム等 を開催

し、 自然再生活動の浸透 に寄与」 との評価が あっ

た。次 に2)「 資料6実 績評価(政 策手段 シー ト(残

りの8分 野))」(www.maff.gojp/www/counsi1/

counsilcont/kanbou/seisaku_hyouka/19/1/

dataO6.pdf2009年12月11日)を 見 ると、⑩一5

ペー ジにこの事業 の項 目が あ り、評価 として 「農

村地域の 自然再生活動 の高度化 を図 る上 での課題

を整理 し、モデル地 区での実践活動 を通 じて課題

解決手法の検 討 を行 うと共 に、活動 に対 す る理解

を深 めるた めコンクール、 シ ンポジウム等 を開催

し、 自然再生活動の浸透 に寄与」 とい う、1)と

そっ くりそのままの記述 であった。 さ らにその下

の コンテ ンツには3)農 林水産省政策評価結果書

(www.maff.go.jp/j/press/2007/pdf/20070725

press_3c.pdf2009年12月11日)が あ ったので

気力 を振 り絞 って確認 した ところ、 なんの ことは

ない、実は1)と2)は3)か らの抜 き書 きで あ

るこ とが判 明 したのだ った。 さらに残 りのコンテ

ンツを逐一確認 したが、結局の ところこの事業 も

含 めて個別 の事業 の取 り組 みが具体 的 にわかる も

のは一つ もなかった。

読者の皆 さん もとっ くに退屈 してい るころだ と

は思 うものの、 まだ林野庁が残 ってい るので、 も

う少 しだ けお付 き合いいただ きた い。農水省 トッ

プペー ジ→林野 に移動 して林野庁 の トップページ
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で自然再生 に関連 しそ うなボタン等 を探 した もの

の見つか らず、基本政策、統計情 報、分野別情報、

調達 ・入札、国有林野情報 の各ペー ジの最初 のペ ー

ジまで は確認 した ものの、状況 は変わ らなかった。

そ こで例 によって 「自然再生」 をキー ワー ドに し

て検索 をか けた ところ、751件 が ヒッ トした。最初

のコンテ ンツ は東北森林管理署 による土湯 の森 自

然再生であ り、それな りに情 報が発信 されていた。

また このほかに も中部森林 管理署 に よる事業、北

海道森林管理局 による釧路湿原雷別地 区における

事業事例 な どが上位の コンテ ンツ として ヒッ トし

たが、多量 なので ここで はこれ以上 の詳細 は省 略

す る。

以上検討す る と、環境省 が 自然再生事業 を大 き

く取 り上 げてWP上 で喧伝 しているのに対 して、

国交省や農水省の扱 いは、林野庁での扱い はやや

例外的 に手厚い とはいえ、全般 に意外な ほど謙虚

であった。考 えてみれば これ は、国交省 と農水省

が開発 ・開拓事業、 つ まり従来型の公共事業 を主

体 とす る官庁 である ことか ら、 その反省 に立 って

制定 された面 のある自然再生推進 法に依拠 する自

然再 生事業 には本気度が低 い、 とい う見方 もで き

るか もしれない。 これ に対 して環境省 は もともと

独 自事業が少 なか ったため、 自然再生事業 は数少

ない独 自事業 として精 一杯大 き く取 り上 げてい る

とい う側面が あることは否定 で きないで あろう。

繕
日本 生 態 学 会 に よ る

自然 再 生 事 業 指 針

以上に紹介 した自然再生推進法とそれに基づい

て個別の事業が進展するのに対 して、 日本生態学

会では生態学の立場から、自然再生事業において

考慮すべ き諸事項を検討して指針を取 りまとめて

いる。この指針は、その前書 きの記述によれば「自

然再生事業を進める上での理論的方法論的指針は

十分に示されてはおらず、自然再生事業の現場で

はさまざまな試行錯誤が重ね られている」と認識

したうえで、さらに 「自然再生事業が、新たな環

境破壊 となることを危惧する声も聞かれる」 こと

を憂慮 してまとめられた ものである。言 うまで も

な く日本生態学会は、自然再生事業を行 うに際し

て欠 くことのできない自然生態系に関する科学的

知見についてのよりどころとして自他共に認める

組織であることから、本指針は自然再生に係 る関

係者 に とって は必須 の もの といえるので、 ここに

やや詳 し く紹介 する。全文 は日本生態学会生態系

管理専門委員会(2005)に よって保全生態学誌上

にま とめられた ものであるが、以下のWPで も見

る こ とが で き る(http://www.esj.ne.jp/esj/J

CbnJJCE/EMCreportO5j.html2009年12月4

日)。 ここでは最初 に自然再生事業 の背景 と現状、

自然再 生の意 味が以 下 の よ うに ま とめ られ てい

る。

1)新 生物多様性国家戦略と自然再生推進法成

立の背景

2)自 然再生推進法が対象 とする行為

3)自 然再生事業の現状 と問題点

4)自 然再生事業に対する基本認識

5)科 学的命題 と価値観にもとつ く判断

この うちで3)は 特 に重要で、本指針 は、 この

項で ま とめ られている以下の ような問題点 を回避

す るため に成文化 された と述べ られている。

・自然再生事業 の目的や事業 の必要性 につ いて

科学 的検討 を経 ない ままに、事業が実施 され

た り、事業対象地が選定 される こと。

・自然再生事業が、今 なお良好 な自然環境 が残

され ている場所 で実施 され る こともす くな く

ない こと。

・自然再生事業 の 目標設定
、影響評価 、実施計

画の立案 に際 しては多様 な分野の専 門家 の参

加 が不 可欠であるに も係 らず、一部 の分野 の

専 門家 の参 加 に留 まって い る場合 も多 い こ

と。

・自然再 生推進法 は順 応的管 理(注')を推奨 して

いるに もかかわ らす、従来型 の硬直化 した事

業 に留 まってお り、順応的管理 に必要な柔軟

な体制が整 っていない場合が あるこ と。

次 に自然再生の実施 にあたって考慮すべ き具体

的 な以下の指針 を提示 している。

6)自 然再生事業の対象

・生物種 と生育、生息場所:特 定の種だけでは

な く失われた生態系を構成 していた生物種の

組成 と、これ らの種 を維持 していた生育場所、

生息場所 の特性 を理解することが重要であ

る。ただ し、その解明を待っていたのでは手

遅れになるおそれもあるので、現段階での理

注1順 応 的 管理:未 来 予 測が 困難 な生 態系 や地球 環境 な どの保 持 ・保存 ・再 生 な どの計 画 にお いて、継 続 的 なモニ タ
リング(調 査)に よる評価 と検 証 を行 い、随 時計 画 の見直 し と修正 を図 るな ど して進 める事業 管理 の 方法。 適応

的管 理 と もいわ れ る。
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解を示 したうえで、必要に応 じて順応的管理

の手法を用いる。

・群集構造(注2)と種問関係:種 組成 と生育、生

息場所だけを復元しても生態系は機能しない

場合 もあるので、種問の相互作用を理解した

うえで広 く生物群集 を視野に入れる必要があ

る。ただし、群集構造 はしぼしば時間的空間

的に変動するので固定的に捕 らえずに、場合

によっては変動する系そのものを保全する必

要 もある。

・生態系の機能:上 の2項 目の内容の復元や回

復 を通 じて、水循環、物質循環やエネルギー

フローなどの生態系の機能 を健全に維持する

ことができ、その結果 として人間にとって有

益な生態系の財やサービスを持続的に利用可

能 になる。健全な系の機能は自然の過程で発

揮されるものなので、多 くの人口干潟のよう

に半永久的な土木工事によってしか維持され

ないような機能の回復は、必ずしも適切な自

然再生とはいえない。
・生態系の繋が り:生 態系は開放系なので、事

業予定地周辺の生態系 との問で、生物の移入

出、水や栄養塩の交換などを通じて密接な関

係を持っている。生物によっては事業予定地

を含む複数の生態系を使用 している場合 もあ

るので、そのつなが りが失われている場合に

は、再生する必要があるが、不用意につなげ

ると、生態系の固有性が失われる場合 もある

ので、配慮が必要である。また、複数の生態

系の境界部分(移 行帯(注3))に特徴的な種 もい

るので、配慮が必要である。

・人 と自然 との持続的なかかわ り:生 態系は地

域ごとに人 との関わ りを含めた歴史の中で維

持されてきてお り、そのことが風土の違いを

もた らした。自然再生 とは、人間が生態系の

構造や機能を左右 しうる存在であることを自

覚 し、後世の人間が生態系か らの恵みを持続

的に得るために、積極的に生態系を管理する

行為であり、自然 と人間との関係を構築する

ことが必要である。

7)基 本認識の明確化

・生物相(注4)と生態系 の現状 を科学的 に把握

し、事業の必要性 を検討する。

・放置 した場合の将来を予測 し、事業の根拠を

吟味する。

・時間的、空間的な広が りや風土を考慮 して、

保全、再生すべき生態系の姿を明 らかにする。
・自然の遷移(注5)をどの程度 とめるべ きかを検

討する。

8)自 然再生事業を進めるうえでの原則

・地域の生物を保全する。(地域性保全の原則)。

・種の多様性 を保全す る。(種 多様性保全の原

則)。
・種の遺伝的変異性の保全 に十分 に配慮する

(変異性保全の原則)。

・自然の回復力を活かし、人為的改変は必要最

小限にとどめる(回 復力活用の原則)。

・事業に関わる他分野の専門家が協働する(諸

分野協働の原則)。
・伝統的な技術や文化 を尊重する(伝 統尊重の

原則)。
・目標の実現可能性 を重視する(実 現可能性の

原則)。

9)順 応的管理の指針

・事業の透明性を確保 し、第三者 による評価を

行う。
・不可逆的な影響 に備 えて予防原則(注6)を用い

る。

注2

注3

注4

注5

注6

群 集構 造:複 数 の種 が集 まった生 物群 集 にお け る種 構成 とそれ ぞれ の相対 的存 在量 の こ とを指 し、個 々 の種 の集

団で あ る個 体群 の構 造 とは異 なる、全 体 としての特1生が現 れ る。 植物 群集(慣 習 的 に群 落:とい う)と 動物 群集 に

分 けて考 える場 合 もあれ ば、生物群 集 と して み る とき もあ る。群 集構 造 は、種 の豊 富 さのパ タ ー ン(多 様1生パ ター

ン)、 面積 と種 数、 生産 者(植 物)、 消費者(動 物)、 お よび分解 者(微 生物 な ど)の 栄 養段 階の 数 とそれ ぞれ の段

階 にお け る種 数 とバ イオマ ス な どで認 識 され る。 また これ らを作 り上 げ る仕組 み として、競 争 や捕食 な どの生物

間相 互作 用 と、 か く乱 が あ る。

移行 帯:異 な る植 生、植 生 帯 や生態 系が 境 を接 して徐 々 に移行 して ゆ く中 間地帯 。個 々 の植 生 な どの 中心的 な場

所 と比べ て、 特有 の様 相が 観察 され る場 合 が ある。推 移帯 、 エ コ トー ン と もい う。

生物 相:あ る地域 に生 息 す るすべ ての生 物種 をさ し、 植物 相(フ ロ ラ)と 動 物相(フ ァウナ)を 合 わせ た もの。

地球 誕生 以来 の地 表変 遷 と生物 進化 の歴 史 を反映 した生物 相 は、 その地 域 の生物 を考 え る上 で最 も基本 的 かっ重

要 な情報 とな る。

遷移:あ る植 物群 落 や生態 系 が他 の群落:や生態 系 に移 り変わ る過程 をい う。遷移 が 前進 的で あれ ば、終 極 的 には

ほぼ安 定 した群落:や生態 系(極 相 とい う)に な る。人 間 の強 い影響 な どに よって は時 に は植物 群落 が退 行 して ゆ

くこ ともあ り、 外力 によっ て変化 してゆ くこう した場 合 は多 発的遷 移 と呼 ばれ るのに対 して、 自然 の遷 移 とい う

場 合 に は、 未発 達 な群 落 や生 態系(た とえば火 山噴火 に よって形成 された溶 岩原 な ど)か ら極相(発 達 した森林)

に向 か うよ うな 自発 的 な遷 移 を指 してい る。

予 防原 則:1992年 に ブラ ジルの リオ デ ジ ャネイ ロで開催 された 国連環 境 開発会 議(地 球 サ ミッ ト)の リオデ ジ ャ
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・将来 に成否が評価 で きる具体的 な目標 を定 め

る。

・将来予測 に用いた仮説 をモニ タ リングで検証

し、状態変化 に応 じて方策 を変 える。

・用 いた仮 説の誤 りが判明 した場合 には、中止

を含 めて速 やかに是正す る。

10)合 意形成 と連携 の指針

以上、 この事業指針 は、 自然再生の取 り組 みが

まっ とうな ものか どうか を判断す る材料 として、

他の どの情報源 より詳細 に項 目が まとめ られてい

る と評価 で きる。 ここまで留意 ・検討 が実施可能

な事業 は、規模 の大 きな事業、すなわち多 かれ少

なかれ行政 が関 わる再生事業 でな くては無理で、

た とえば個人が取 り組み、 自然再生推進法 に則 ら

ない ような事業で は、 ここまで要求 する ことは困

難 であろ う。 しか し、た とえ小規模事業の場合で

あって も、個別の面で これ らの指針 の内容 に照 ら

して検討す る ことは重 要 といえる。

藩 とめ
本論の終わ りに、 ここで取 り上げた自然再生 と

いう行為 を理念の面で規定 している自然再生推進

法 とそれを補完する自然再生基本方針、および日

本生態学会による自然再生事業指針の指摘をある

べき自然再生の姿 として捉え、それと現実の自然

再生事業 とを比較することによって、個々の自然

再生事業の適否を考える場合の基本的な視点に関

して、簡単な考察を試みる。著者自身の頭の中で

十分にまとめらものではないので、この考察はあ

くまで も仮のものであることを最初 にお断 りして

おく。また、北海道内での再生事業の状況は、釧

路湿原 と石狩川下流での取 り組みについて、 これ

らの事業に実際にコミットしたお二人によって次

章以降で詳 しく紹介されるので、その記述内容 も

参照しつつ、読者各位がそれぞれに考察を深めて

いただきたい。

6.1計 画決定と実施の プロセス

これ まで に紹介 した内容 か ら判断す る と、 自然

再生事業の まっとうさを判断す るひ とつの鍵 が、

プロセスの重視 にあ るといえる。本論 の第2節 、

第3節 で長々 と解説 したよ うに、 自然再生事業で

は事前 に十分 に計画が練 られて、関係者間 で協議

が重ね られて合意が得 られ ることが何 より肝心だ

か らである。 自然再生 とい う、 イメー ジ的 には誰

もが反対 しないであ ろう事業で あ りなが ら、生態

学会 の事業指針で も指摘 されているように未知 な

部分、不確実性 を多分 に持 った内容 を展開 してゆ

く以上、取 り組 み を始 める段階で複数の関係者 が

抱 くイメー ジ(あ るいは目論見)が 異なってい る

と、最後 までボタ ンのかけ違 いが修 正で きずに、

成果 に対 す る評価 が まち まちになって しまう。 そ

うなれ ばその後 の展 開は焦点 ボケ して、 ます ます

拡散 してゆかざるを得 ない。

具体例 で説 明 しよう。著者 も一部 に関わってい

る標津:川の 自然再生事業(事 業名 は 「自然復元型

川づ くり」)では、蛇行復元が取 り組 まれた ことは

読者 の皆 さん もご存知だ ろう。 ところが、釧路開

発建設部 のWPに は、流域 懇談会 における検討の

ご く初期 の段階で、蛇行復元 が事業項 目 として挙

げ られている ことに対 す る違和感が参加者の一部

か ら表明 され てい る部分 がある(第 一回流域 懇談

会 の 議 事 概 要http://www.ks.hkd.mlit.gojp/

kasen/sibetucon/report/1con.html2009年12

月5日)。 それ に もかかわ らず、蛇行復 元が ここで

の自然再生 として最初 に取 り組む もっとも重要 な

内容で ある理 由の説明 はその後ない ままに(少 な

くと も、WP上 の議 事概 要 に は公 開 されて い な

い)、蛇行復元 が実施 に移 された。こうした事態 は、

自然再生推進法が その制定の趣 旨として謳 いあげ

てい るボ トムア ップ型の理念 とは相容れ ない もの

で あ るこ とか ら、事業 計画 の協 議 の場 が セ レモ

ニーであ り、実質 は行政 が仕切 っている との批判

が出る こともやむ を得 ない ことといえる。

また蛇行復元 とい えば、釧路湿原で取 り組 みが

始 まった同様 の再生事業 で も物議 を巻 き起 こして

いる。 そしてその理 由の一部 にも、 ここで指摘 し

た検 討プ ロセスに問題が あるように思 われる。 し

か しさらに、 ここでの場合 は、以下 に示 すよ うに

自然再生 に取 り組 む範囲、あ るいはスケールの面

での課題 も含 んで いる。

6.2空 間的、時間的スケールでの課題

日本生態学会も指摘 しているように、生態系は

基本的に開放系なので、自然再生が取 り組 まれる

場所 は周辺 との関連 を多かれ少なかれ持ってい

る。したがって、周辺で進行している状況 と折 り

合いをっけながら再生事業が実施 されることが不

可欠であるが、釧路湿原の自然再生では、湿原周

辺での開発を規制 して湿原への土壌流入を防止す

ネ イ ロ宣 言 の第15原 則 に示 され た もの で、 「環 境 が深 刻 あ るいは非 可逆 的 な打 撃 を被 ろう として い る とき、科 学

的 に不 確 実だ か ら とい う理 由で環 境悪 化 を防 ぐ措置 を先 延 ば しに して はい けない」 とい う考 えかた。
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るこ とが不可欠で あるにも関わ らず、 それ なしで

蛇行復元 が取 り組 まれてい ることに疑問が提示 さ

れて いる(朝 日新聞北海道版朝刊2010年1月25

日22面 記事 な ど)。 つ ま り、湿 原の再生 を図 る場

合 に必要 な空間 スケールが、湿原 その ものの大 き

さを超 えている ことに配慮 がな されていない、 と

い う懸念 がある。また、スケールは空間的 なスケー

ルのみではな く、時間的なスケール の面で も課題

を内在 している。行政が主導す る、 あるいは予算

面 で関わって進 め られ る通常 の事業 であれ ば、事

業 予算 は単年度 ご とに決定 ・執行 され、 そのため

に成果 も単年度で求 められ る。一・方で 自然の再生

その ものはほ とん どの場合、 こうした人間の社会

的 ・制度的時間 スケール とは一桁、 あるい は二桁

多い時間 スケールでない と進行 しないし、評価 も

困難 な場合が多い。 このために 日本生態学会の事

業 指針 で も、 目標 を明 確 にす る こ とが再三 にわ

たって強調 されてい る。少 な くとも、短期的(数

年 間)、 中期的(10年 単位)、 さらには長期的(最

終 的には100年 単位 くらいか)な 目標が、数値面

も含 めてきちん と設定 されている必要が あるもの

の、 その設定 には事前 の科学的情報が不可欠であ

る。 しか し、個別事例 的側面 の多い 自然再生事業

には、事前情報 が著 し く限 られ てい る場 合が多い

ので、事業 その もので情報 を入手 しない とな らな

い部分 も多い。 したがって、 これ また時間がかか

る作業 になる。 とはいえ、 いつまで も検討 してい

るばか りで は目に見 える成果が あが らず、予算 も

継続的 に獲 得で きないので、見切 り発車 的に事業

が開始 され る場合 が多 いので はないだ ろうか。

また、技術 的に確立 しない面 を多 く含 み、不確

実性 を内在 した 自然再生事業の実施段 階における

ポイン トが順応 的管理 にある ことはすでに紹介 し

たが、 目標 が明確 でない と成果の評価 もあい まい

にな り、 このために順応的管理の考 え方にそって

事業の見直 しを実施す る場合の判 断基準、説明基

準 もあい まいになる危険性 が大 き くな る。これ は、

事 業の見直 しを した場合 に、合理 的な変更 なのか

場 当た り的な変更 なのか、判 断が難 し くなる こと

に直結 す る。 この点で、 自然再生事業実施計画 に

おいて事業 の詳細が きちん と書 き込 まれ ているこ

とが きわめて重要で あることが理解 され よ う。

さらに、順応的管理 に関連 して、 この手法 に不

可欠 であるモニ タ リングの重要性 も指摘 した い。

著者 は近年、 自然再生事業 にだ けではな く、 ダム

や道路 の工事 に付帯 した環境保全事業 にお いて も

ア ドバ イスを求 められ る機会が とみに多 くなって

い る。特 に多 いケース は希少種 の移植事業で ある。

その際、保全事業の成果 を適切 に判断で きる時間

に関 しての指針 は現状 で はないので、「モニ タ リン

グ をいつ まで続 けれ ば よい か はわ か りませ ん よ

(つ まり、 かな り長 くかか るとい うこと)」 と前置

きして引 き受 けてい る。それに もかかわ らず、ダ

ムや道路 その ものの完成後 、数年(多 くの場合 は

5年 程度)で 環境保 全事業 の予算 は大幅 に削減 さ

れ、当初 に想定 していたモニタ リングプランは立

ち行 かな くなる場合が多い。近年 の環境重視の流

れの中で、北海道内で、 さらには 日本全体 で膨大

な件数 の希 少種 移植 が実施 されて い るのだ ろ う

が、 どこで もモニ タ リングが途 中で立 ち消 え に

なっていては、結局、何 が起 こったか評価 で きな

い結末 となる。せ っか く取 り組 んだ事業の内容 が

適切 だったか どうか判 断で きなけれ ば、次 に蓄積

される ものが何 もない ことになる。 こうした事態

が 自然再生事業で も起 こるのではないか と個人 的

には非常 に危惧 してい る。

以上、か いつ まんで検討 しただ けで も明 らかな

ように、 自然再生の取 り組 みにはあ らゆる面で時

間 と手間がかか る。 したが って、 自然再生 は思 う

ようには進 まない。 そ う思 って取 り組むべ きだ ろ

う。それに も関わ らず、短期的 な成果 を急いだ り、

あるいはそれ を強調 した り、 またバ ラ色 の将来 を

述べ ている自然再生事業が あった した ら、基本的

に危 なっか しい と著者 には見 える。

6.3情 報公開での課題

最後に、情報公開の点で も課題 を感 じている。

第4節 の実際の取 り組み面でしつこく述べたよう

に、環境省、国土交通省 と農林水産省からの情報

提供のあ り方はまちまちであった。環境省では項

目そのものは多 く取 り上げているものの、個別の

事業のWPで の情報公開のあり方 にはばらつき

があった。国土交通省での情報提供 は全体の表層

をなぞった感が強かった。しかし、釧路開発建設

部が公開している標津川流域懇談会の議事概要

は、ここでの議論の不十分さが目に触れる程度に

は詳細だったので、結果的に誠実なその姿勢は評

価できた。一方、農林水産省のWPで は同じ資料

の使いまわしが目立ち、その内容 も検討 ・評価項

目の羅列(し か も、いかにもお役所的な表現)が

多かったために、農水省が関わっている自然再生

関連事業の全体像に触れることは著 しく困難な印

象を受けた。

以上のように、今回の小論 をまとめるにあたっ

て2009年 の師走にインターネット上をかなり俳

徊 してみたものの、現状で取 り組 まれている各種

自然再生事業の実態をバランスよく理解すること

は、一個人 としてはかな り困難な印象を持った。
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取 り組んだ時間の割 には徒労感が多 く、 フラス ト

レー シ ョンがずいぶん と蓄積 した。その影響 は本

論の書 きぶ りに反映 して いる もの と思 う。 こうし

た事態 を避 けるために、つ ま りあ る一市民が どこ

かの 自然再生事業 に関心 を持 った場合 にすんな り

と状 況がわかる ように、情 報公開の面 で も一定の

指針が不可欠 と感 じてい る。

その指針 の中には、 日本生態学会 の指針 の内容

に則 った形 で綿密 に練 られた 自然再生全体計画 と

事業実施計画 が公開 され るべ きことを まず明記す

べ きであ る。 もちろんその場 合、両計画 の決定 に

い たった途 上 の議論 の経過 も欠 くこ とはで きな

い。 その後、事業が開始 された場合 には、事業内

容が綿密にわか り、 その成果 とそれに対 する評価

も書 き込 む ことが必要 になる。そ して事業 の次の

ステ ップの議論 も公開 され る。 この場合、 よ くあ

る美 しい絵 や写真 で示 された事業 内容や成果 は、

イ メージ先行 なので必ず しも額面 どお りには受 け

いれ られない。 それ よ りは、数値 で示 した具体的

な記述が不可欠 である。以下、年度 ごとに この内

容が繰 り返 して公開 され るこ とにな るだろ う。

こうした情報 をインターネ ッ ト上 で整理 ・公開

す るには多 くの手間がかか ることが予想 され るの

で、 この指針 を適用す るの は、それな りの規模の

事業 に限定 されるであろう。 しか し少 な くとも、

個人で はな く何 らかの組織が、一部 で も公費 を用

いて実施 す る自然再生事業であ るな らば、 これ ら

の公開 は不可欠 といえる。 また同時 に、 そ こに公

費 をつ ぎ込 んでいる関連省 庁 は、省庁 ごとに関連

事 業の漏 れがな く、かつわか りやすい リス トを完

備 し、個別事業 のWPへ の きちん とした リンクを

張 ることが責務で ある。
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